
随意契約の公表
（令和7年5月分）

番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所
在地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
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該当号（※）

随意契約の理由

1 政策課
第三次丸亀市総合計
画策定支援業務委託

令和7年5月16日

株式会社電通西日本 高松
支社

高松市古新町3番地1

¥25,000,000 第2号
丸亀市プロポーザル方式取扱規程に基づき、公募型プロポーザル方式に
よるヒアリング審査を行い、受託候補者に特定された株式会社電通西日本
高松支社と随意契約を締結した。

2
デジタル
活用推進課

PowerApps運用サポー
ト支援業務委託

令和7年5月1日

香川県丸亀市土器町東八
丁目５３７番地１
シコク・システム工房株式会
社　代表取締役社長　竹森
貴年

¥2,420,000 第2号

　PowerAppsは、Microsoftが提供するローコード／ノーコードのアプリケー
ション開発プラット　　　フォームで、ビジネス向けのアプリケーションを簡単
に作成できるツールです。
　プログラミング知識がなくても、ドラッグ＆ドロップ操作でアプリを作成で
き、業務効率化やプロセス自動化に役立てることができる。
　しかしながら、職員が作成したアプリケーションを人事異動が前提の体制
下で継続的・安定的に使用するには、専門性のある民間会社の支援を受
けることがが重要となることから、専門業者に運用サポート支援業務を依頼
いたしたい。
　契約の相手方については、本市や他の自治体・企業においてMicrosoft
製品の開発実績があり、先進的なＤＸ導入にあたりシステムインテグレータ
（開発から保守まで）として一貫した業務が行えるシコク・システム工房株式
会社と随意契約を締結いたした。

3
デジタル
活用推進課

生成AIサービス利用契
約

令和7年5月28日

香川県高松市寿町2-2-10
東武トップツアーズ株式会
社高松支店  支店長　村上
淳司

¥3,707,000 第2号

　今回導入予定の東武トップツアーズ株式会社が提供する生成AIサービ
ス「公務員生成AIマサルくん」は、国や自治体の公式文書650万文字（白
書、議事録、政策資料など）を学習データとして活用しており、他の汎用的
な生成AIと違って、行政文書や議会答弁などの作成支援に強みがある。
　加えて、高度なプロンプト（生成AIへの指示や質問）を入力しなくても直
感的な利用方法で精度の高い回答を得られることから、利用者である職員
のＩＴスキル依存度も小さい。
　また、全国的にも多くの自治体が利用しており、十分な実績もあることこと
から、同生成AIサービスを提供する同社と随意契約を締結いたした。
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4 危機管理課
水循環型シャワー一式
の購入

令和7年5月20日

ソフトバンク株式会社
代表取締役
宮川 潤一

東京都港区海岸一丁目7番
1号

¥19,659,420 第2号

本製品は、水質を検知するAIセンサーによりフィルターを通じて入浴時に
使用した水から汚れ・細菌等を除去し、98％以上の水をリサイクルできる水
循環型シャワーである。
現在、県内において本製品を取り扱う正規代理店がない一方、メーカーで
ある㈱WOTAの出資会社となるソフトバンク㈱は、本製品をメーカーより直
接調達できることから調達コストを最小限に抑えることができる。
加えて、同社は、令和6年能登半島地震における災害支援の一環として本
製品を被災地へ提供しており、設営から運用、運用時の注意点といった災
害支援の実績を有していることから、実際の災害支援で得たノウハウをオ
プションサービスとして提供できる唯一の業者であり、県内に所在する西日
本営業本部においてもオプションサービスに関する問い合わせや助言等
アフターサポートを受けることができる。
本製品を運用するためには、設営から運用に至るまで複数のプロセスを要
することから、今後、災害時における入浴支援をはじめとした災害支援の
主体となる自主防災組織に対し、本製品の操作説明・効果的な運用方法
のレクチャーを行うためには、従来の販売代理店のような製品納入までの
業務だけではなく、同社による災害時のノウハウを教授することが実災害に
おいて本製品を運用するうえで必要不可欠であるため随意契約いたした
い。

5 危機管理課
令和７年度丸亀市防災
行政無線(同報系)設備
更新業務委託

令和7年5月28日

協和テクノロジィズ株式会
社　香川事業所
事業所長
濱本　威一郎

高松市今里町一丁目9番地
14

¥153,010,000 第2号

本市の防災行政無線は平成21年度の運用開始から15年以上が経過して
おり今後、経年劣化等による装置の不具合や故障のリスクが増加すること
が想定されるため、令和5年度より3年間での設備更新を計画し、実施して
いるが、更新を行うことで故障リスクの軽減に加え、カバーエリアが広がるな
ど、システムの機能強化を図ることもできるため、今年度も本設備更新業務
を実施いたしたい。
なお、更新期間中は現有システムと新システムが併用して稼働する状態と
なる。新システムの一部を稼働しながら現在運用中のシステムとの連携を
保ち、常に安定した機能を発揮していくには、現有システムの設計を十分
に把握するとともに新システムについても支障なく運用することが求められ
ることから機器メーカーを同一に指定して運用を図ることが必要不可欠で
あると考えられる。
本業務は、現有システムに加え、消防無線設備やJアラートなどの機器とも
連携しながら新システムに設備更新するものであり問題なく実施するため
には本市システムを熟知している必要がある。
契約の相手方は、平成21年度の防災行政無線施設整備工事を請負施工
し、現有システムを構築している上に当初から保守業務を履行しており、本
市システムを十分に熟知していることから問題なく実施できると考えられる
ため、協和テクノロジィズ㈱香川事業所と随意契約を締結いたしたい。
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6 庶務課
統計業務支援システム
賃貸借契約

令和7年5月1日
株式会社イメージテック
愛媛県新居浜市江口町4番
27号

¥1,617,000 第2号

当システムは平成１７年度に複数業者の提案の中から、機能性、使用性、
コストなどの総合的な比較検討の結果、株式会社イメージテックからの導
入が決定された統計業務支援システムである。導入以降、５年毎に実施さ
れる国勢調査において、データ更新を行いながら継続運用しており、円滑
に調査事務を行ってきた実績がある。令和７年国勢調査の実施にあたり、
そのシステムを活用するノウハウを継承して運用する方が効果的であること
から随意契約した

7 庶務課
自動車損害共済（車両
共済のみ）

令和7年5月1日

公益社団法人全国市有物
件災害共済会
東京都千代田区平河町2-
4-1

¥2,488,400 第2号
公益社団法人全国市有物件災害共済会は、地方自治法第263条の2の規
定に基づき創設され、相互救済事業として、低負担で高補償を見込めるた
め。

8 市民課
氏名の振り仮名通知
サービス業務委託

令和7年5月19日

富士フイルムシステムサー
ビス株式会社公共事業本
部関西支店
大阪府大阪市西区土佐堀2
丁目2番17号

¥3,344,000 第2号
振り仮名通知作成において、「戸籍総合システム」の機能を使用し、作成
がおこなえることから、システムベンダーであり、制度に精通している富士フ
イルムシステムサービス㈱と契約を締結した。

9 市民課
令和7年度　桜谷聖苑
火葬炉耐火物改修工
事

令和7年5月16日
株式会社宮本工業所
富山県富山市奥田新町12
番3号

¥3,828,000 第2号
桜谷聖苑の火葬炉設備は㈱宮本工業所が設計施工したもので、築炉構
造等において特許を保有し、施設構造や現場、運転の状況を細部にわ
たって精通している㈱宮本工業所と契約を締結した。

10 地域づくり課
広島地区島おこし活動
（移住・定住促進）推進
業務委託

令和7年5月1日

讃岐広島・小手島・手島活
性化協議会

丸亀市広島町江の浦373番
地3

¥2,000,000 第2号

本業務については、地域資源を活かした魅力ある島づくりを推進すること
を目的としており、その実現には地元住民の理解と協力が必須であること
から、島の実情にも精通していることが求められる。今回の業務委託する相
手は、広島・小手島・手島の３島の住民を中心に構成されており、島内外
の協力を得ながら業務を遂行することが期待できる。また、本業務は、国の
離島活性化交付金を活用しており、同交付金については、広島地区移住
定住促進事業としてR5～７年度までの3か年計画で申請を行っているた
め、継続して事業を行うことが求められる。ついては、令和5年度、令和6年
度も広島地区島おこし活動（移住・定住促進）推進業務の取組実績があ
り、提出された事業提案書等の内容についても、審査基準を満たしていた
ため、讃岐広島・小手島・手島活性化協議会と随意契約を締結した。

11 地域づくり課
日本遺産本島・広島
滞在型観光誘致促進
事業委託業務

令和7年5月21日

一般財団法人　丸亀市観
光協会

丸亀市新町6番地2

¥2,000,000 第2号

丸亀市の観光業務に精通し豊富な知識と経験を持つ、丸亀市観光協会に
委託することにより、効果的なPR活動や島への誘客を図ることが期待でき
る。また、同協会はせとうち備讃諸島日本遺産推進協議会の構成団体で
あるとともに、令和4,5,6年度に同事業の業務を誠実に遂行した実績があ
り、宿泊事業者及び関係団体等との円滑な情報の授受が期待できる。以
上の理由から、一般財団法人丸亀市観光協会と随意契約を締結した。
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12 まなび文化課
瀬戸内国際芸術祭
2025案内所運営業務
委託

令和7年5月2日

一般財団法人　丸亀市観
光協会
理事長　髙濵　和則

香川県丸亀市新町6番地2

¥4,200,000 第2号

　瀬戸内国際芸術祭は、国内外から注目される現代アートの祭典であり、
多くの来訪者が見込まれる本市の観光・離島振興においても重要で貴重
な機会である。
　このため、丸亀駅観光案内所の管理運営業務を受託し、観光案内をはじ
め交通案内や宿泊案内など多方面にわたる案内業務を行い、観光業務に
関して豊富な知識や経験、情報を有するとともに、本市の観光振興事業に
かかる業務を誠実に実行している一般財団法人丸亀市観光協会が最も適
切であると思われることから随意契約を締結した。

13 まなび文化課
令和7年度　HOTサン
ダルプロジェクト事業実
施業務委託

令和7年5月29日

HOTサンダルプロジェクト
実行委員会
会長　正木　かつみ

丸亀市大手町二丁目4番21
号

¥6,600,000 第2号

　HOTサンダルプロジェクト実行委員会（会長　正木かつみ）は、丸亀市の
貴重な文化観光資源である塩飽諸島（本島・牛島・広島・小手島・手島）に
おいて、美術大学に在籍する学生の創作活動を支援・育成することを目的
とし設立された団体である。
　離島4島（本島・広島・小手島・手島）に滞在し、創作活動を行うアーティ
スト・イン・レジデンス型事業である本事業の目的を遂行するためには、同
団体に委託し履行させるのが最も適切であるため随意契約を締結した。

14 まなび文化課

丸亀市生涯学習セン
ター及び丸亀市児童
館代替施設設置管理
運営業務委託（まなび
文化課分）

令和7年5月30日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団
理事長　植村　利克

丸亀市大手町二丁目1番20
号

¥17,705,038 第2号

　当該業務は、生涯学習センター及び児童館の代替施設の設置管理運営
を行うものであり、これまで生涯学習センター等で行われていた業務を引き
継ぐ必要があるほか、これらの業務に関し専門的なノウハウや人材を有し
ている必要がある。また、代替施設の円滑な管理運営を図るには、施設利
用者と信頼関係が構築されていることが望ましいと考える。
　契約の相手先は、生涯学習センター等の指定管理者として、長年にわた
り施設の管理運営を行っており、業務の一貫性や継続性、サービス提供の
質を維持することを考慮すると、契約の相手先として最も適切であると思わ
れることから業務の随意契約を締結した。

15 まなび文化課
丸亀市webライター塾
開催業務委託

令和7年5月30日

合同会社　yOS
代表社員　矢野洋介

丸亀市土器町西二丁目231
番地3

¥1,980,000 第2号

　本業務は、文化芸術をテーマとした新たなコミュニティを創出するため、
文化芸術に興味がある方や社会参画に積極的な方などの主体的な市民
活動の受け皿を設け、市民セクターとの協働による市民目線の情報発信
の仕組みづくりと人材育成を目的としている。
　業務の実施にあたっては、webによる情報発信やブログ編集の指導に関
する専門的な知識や豊富な実績が求められる。また、本市の市民活動や
文化芸術、観光、産業、まちづくりなど様々な情報収集に必要なネットワー
クも必要である。
　合同会社　yOS（代表社員　矢野　洋介）は、月に125万回読まれるブログ
サイトを運営し、ヤフーニュースのエキスパートとして執筆している。また、
オンラインスクールでは700名以上にブログ編集の指導を行っているほか、
本市においても、令和3年度と令和4年度に丸亀市文化協会・丸亀市共催
講座の講師を務めた実績もある。令和5年度からは本業務を受託し、その
業務成果は良好であり、現段階での適切な業務遂行が見込まれるため、
随意契約を締結した。
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16 スポーツ推進課
プロ野球ウエスタンリー
グ開催業務委託

令和7年5月26日
2025丸亀市プロ野球開催
実行委員会
丸亀市金倉町924番地1

¥12,000,000 第2号

　プロ野球ウエスタンリーグ公式戦の開催は、本市として今回で9回目の取
組みであるが、最少の経費で事業を実施することが求められる。
　2025丸亀市プロ野球開催実行委員会は、体育団体やその他関係団体と
共同して設立した組織であり、関係者を通じたスムーズな事業運営やチ
ケット販売の促進、イベント当日の協力者により運営スタッフ経費等を削減
できるなど、事業を成功させるうえでメリットが多いことから、同実行委員会
と随意契約を締結した。

17 福祉課
丸亀市社会福祉大会
実施に係る業務委託

令和7年5月1日

社会福祉法人丸亀市社会
福祉協議会
 丸亀市大手町二丁目１番７
号

¥1,200,000 第2号

　丸亀市社会福祉大会は、社会福祉の各分野において顕著な功績があっ
た者等を顕彰し、また、社会福祉活動に対する市民の関心を高めることが
重要な要素であり、その企画・調整が必要である。社会福祉の企画・連絡・
広報などを行い、その総合的な促進を図ることを目的としている丸亀市社
会福祉協議会は、市内全域で様々な事業を実施していることから、これら
の業務に精通している。さらに、これまで同大会を市との共催により毎年度
実施してきた実績が有るため丸亀市社会福祉協議会と契約した。

18 福祉課
生活困窮者支援等の
ための地域づくり事業
委託

令和7年5月16日

社会福祉法人　丸亀市社
会福祉協議会

丸亀市大手町二丁目１－７

¥8,000,000 第2号

丸亀市社会福祉協議会は社会福祉活動を推進する中心的な団体であり、
これまで実施してきた事業の多くが本事業の基本事業に合致している。効
率的な事業展開が見込めるため丸亀市社会福祉協議会と随意契約を締
結した。

19 福祉課
移動支援事業業務委
託

令和7年5月23日

特定非営利活動法人　クオ
リティライフ

高松市上天神町689番地2

30分未満/\2,300
30分以上1時間未満

/\4,000
1時間以上1.5時間未満

/\5,800
1.5時間以上2時間未満

/\6,550
2時間以上2.5時間未満

/\7,300
2.5時間以上3時間未満

/\8,050
以後30分ごと/\700

第2号

契約の相手方となる事業所の要件については、要綱第5条に規定している
ところであるが、当該要件を全て満たす事業所は多数存在し、実際利用者
のいない事業所も含まれることから、現に利用者がいる事業所、またはこれ
までに利用者が存在しこれから利用者が見込まれる事業所と随意契約を
締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所
在地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

20 健康課
特定健康診査未受診
者受診勧奨等業務契
約

令和7年5月1日

株式会社キャンサースキャ
ン
東京都品川区西五反田1丁
目3-8五反田Place2階

¥5,000,000 第2号

㈱キャンサースキャンは全国700を超える委託先自治体の膨大な受診履歴
や受診対象者の問診票回答等のビッグデータをもとに人工知能を構築し
ており、人間やエクセル等では不可能なレベルで解析を行うことが可能
で、この人工知能を活用した手法は特許を取得しており、㈱キャンサース
キャンのみ持ち得る唯一無二のものである。この人工知能に丸亀市のデー
タを学習させることで、適切な時期に適切な対象者へ受診勧奨を行うこと
ができ、受診率向上のための早期介入を実現することができるため、同社
と随意契約を締結した。

21 保険課
令和７年度
集団特定健康診査委
託

令和7年5月1日

公益財団法人
香川県総合健診協会

高松市
郷東町587番地1

基本的な健診項目
\7,150/1人

貧血検査
\253/1人

心電図検査
\1,650/1人

眼底検査
\1,210/1人

血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ検査及びeGFR
\220/1人

第2号

①集団特定健康診査 ②集団特定健診時がん検診等業務 ③集団特定健
康診査結果説明会業務 ④丸亀市特定保健指導業務  これら4つ全ての業
務を市の指定する日時、施設で効率よく実施できる体制、医療スタッフを
整えていること、また国の定めた実施基準を満たした高い専門性を要する
業務に柔軟に対応できる業者であることから、香川県総合健診協会と契約
を締結した。

22 保険課
令和７年度
集団特定健診時
がん検診等業務委託

令和7年5月1日

公益財団法人
香川県総合健診協会

高松市
郷東町587番地1

肝炎ｳｲﾙｽ検診
\2,750/1件

前立腺がん検診
\1,903/1件

大腸がん検診
\1,144/1件

採便キット
\220/1件

第2号

①集団特定健康診査 ②集団特定健診時がん検診等業務 ③集団特定健
康診査結果説明会業務 ④丸亀市特定保健指導業務  これら4つ全ての業
務を市の指定する日時、施設で効率よく実施できる体制、医療スタッフを
整えていること、また国の定めた実施基準を満たした高い専門性を要する
業務に柔軟に対応できる業者であることから、香川県総合健診協会と契約
を締結した。

23 保険課
令和７年度
集団特定健康診査
結果説明会業務委託

令和7年5月1日

公益財団法人
香川県総合健診協会

高松市
郷東町587番地1

\1,650/1人 第2号

①集団特定健康診査 ②集団特定健診時がん検診等業務 ③集団特定健
康診査結果説明会業務 ④丸亀市特定保健指導業務  これら4つ全ての業
務を市の指定する日時、施設で効率よく実施できる体制、医療スタッフを
整えていること、また国の定めた実施基準を満たした高い専門性を要する
業務に柔軟に対応できる業者であることから、香川県総合健診協会と契約
を締結した。

24 保険課
令和７年度
丸亀市国保特定保健
指導業務委託

令和7年5月1日

公益財団法人
香川県総合健診協会

高松市
郷東町587番地1

積極的支援
　\42,900/1人
動機付け支援
　\15,950/1人

第2号

①集団特定健康診査 ②集団特定健診時がん検診等業務 ③集団特定健
康診査結果説明会業務 ④丸亀市特定保健指導業務  これら4つ全ての業
務を市の指定する日時、施設で効率よく実施できる体制、医療スタッフを
整えていること、また国の定めた実施基準を満たした高い専門性を要する
業務に柔軟に対応できる業者であることから、香川県総合健診協会と契約
を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
契約の相手方の名称及び所
在地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
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25 都市計画課
中心市街地エリア活性
化社会実験業務委託

令和7年5月19日

株式会社HYAKUSHO

香川県丸亀市通町５２番地
７

¥4,961,000 第2号

  本業務である中心市街地エリアの賑わい創出に向けた社会実験につい
ては、令和4年度に開催した、パークレット社会実験にかかる賑わい創出イ
ベントを
企画、運営した丸亀市都市再生推進法人の株式会社HYAKUSHOが構成
員となっている、まるがめまちなか再生エリアプラットフォームが主体的に
本事業を
進めていく。ついては、これまでも中心市街地での賑わい創出に向けた官
民連携事業などに携わり、地元事業者などにも精通した当該法人に委託
することが、最良であると判断されることから1社随契により契約した。

26 建築住宅課
空家実態調査業務委
託

令和7年5月16日

株式会社ゼンリン
高松営業所

高松市上福岡町816-1

¥12,650,000 第2号
空家実態調査は前回調査と同様の判断基準で実施することが重要である
ため、前回調査を行った株式会社ゼンリン高松営業所と随意契約を締結し
た。

27 産業観光課

令和7年度世界の持続
可能な観光地GDア
ワード他申請伴走支援
事業

令和7年5月1日
株式会社LOOPORT
北海道虻田郡ニセコ町有
島18番地34

¥2,999,700 第2号

本事業は、世界の持続可能な観光地を選出・評価する国際認証取得支援
といった専門性の高い事
業であり、申請には国連が策定したGSTCガイドラインの熟知や地域の多
岐にわたる取り組みの集約
および申請システムへの入力をすべて英語で行う必要がある。それに特化
した国内唯一のGD日本代
理店である（一社）サステナビリティ・コーディネーター協会（JaSCA）がこの
度、株式会社LOOPORTと
業務分担を行い、事業提携を結んだため、本伴走支援業務を担当する株
式会社LOOPORTと随意契約いたしたい。

28 農林水産課
６ジカ事業ＰＲイベント
「丸亀農産物マルシェ」
運営業務委託

令和7年5月30日
㈱ナイスタウン
高松市栗林町1丁目12-27

¥1,485,000 第2号

㈱ナイスタウンは丸亀市観光協会の賛助会員であり、ＤＭＯメンバーとして
市の観光振興に取り組んでいる。市に関するPR動画の作成も手掛けるな
ど積極的な活動を行っている。また、情報誌で培った専門的技術を生かし
た広報活動に加え、イベントの企画運営に至るまで、すべての業務を行う
ことができるため、契約を締結した。

29
ボートレース事
業局
経営課

ＳＧ第５２回ボートレー
スオールスターおもて
なしイベント実施業務
委託

令和7年5月1日
一般財団法人丸亀市観光
協会
香川県丸亀市新町６－２

¥1,800,000 第2号

本業務は、全国から来場される関係者に向けて、市内事業者の特産品な
どを活用した丸亀らしいプロモーションイベントを行うことで、地域貢献に寄
与するものである。当該事業者は、うちわやうどんなど丸亀の特産品を取り
扱う事業者を多く持っており、また県内外で本市のプロモーションイベント
を多数手がけている市内唯一の事業者であることから、他の事業者より有
利かつ効果的なプロモーションが期待できるため、同社より見積もりを徴
し、適正な金額で随意契約を締結した。



番号 事業実施課 契約名称
契約締結年月

日
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30
ボートレース事
業局
経営課

ＳＧボートレースオール
スター開催に伴う各種
警備業務委託

令和7年5月15日
ＡＬＳＯＫ香川株式会社
高松市田町１１－５

¥1,383,250 第2号

本業務は、ボートレースオールスター期間中においては、通常開催日と比
べ、多くの来場者が出入りすることから、安全かつ円滑な出入管理を実施
するため、配置員を増員し警備を強化するものである。常駐警備業務の委
託先であり、緊急時における組織体制ができており、かつ同業務誠実に履
行していることから、同社より見積書を徴し、随意契約を締結した。

31
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場エレベー
ター予防保全業務委
託

令和7年5月2日
三菱電機ビルソリューション
ズ㈱四国支社
高松市番町一丁目6番1号

¥6,472,400 第2号
三菱電機ビルソリューションズ㈱四国支社が既存機器の保守点検を実施
しておりメーカーでもあるため、同社から見積書を徴し、適正な価格で随意
契約を締結した。

32
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場外向発売
所新築に伴う映像シス
テム改修業務委託

令和7年5月7日

ソニーマーケティング株式
会社
B2B ビジネス本部
エンタープライズ営業部門
ロケーションエンタテインメ
ント営業部
東京都港区港南一丁目7番
1号

¥247,940,000 第2号
既設システムの設置メーカーであるソニーマーケティング㈱以外には対応
が困難であることから、同社から見積書を徴し、随意契約を締結した。

33
ボートレース事
業局
経営課

丸亀競走場　審判機
器用CVCF蓄電池修繕

令和7年5月30日

ジーアイ電機サービス有限
会社
高松市香川町浅野105番地
6

¥4,873,000 第5号
審判機器用CVCFの修繕に関しては、設置業者であり保守も行っている
ジーアイ電機サービス㈲でなければ早急に対応できないため、同社と随意
契約を締結した。

34
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスター公開勝利
者インタビュー業務委
託

令和7年5月15日

株式会社日本レジャーチャ
ンネル
東京都港区六本木5丁目16
番7号

¥3,682,250 第2号

　契約の相手方は、ボートレース専用チャンネルである「レジャーチャンネ
ル」の運営事業者であり、チャンネル内の実況中継番組へ「公開勝利者イ
ンタビュー」を配信可能な唯一の業者であるため、同社より見積書を徴し、
適正な価格で随意契約を締結した。

35
ボートレース
事業局
営業課

SG第52回ボートレース
オールスター実況中継
業務委託

令和7年5月15日

株式会社日本レジャーチャ
ンネル
東京都港区六本木5丁目16
番7号

¥49,031,180 第2号

　本件は、SG第52回ボートレースオールスター開催期間において、全国の
ボートレース場、ボートレースチケットショップ及びボートレース専用チャン
ネルである「レジャーチャンネル」で使用する映像の制作、放送業務を委託
するものである。
　契約の相手方は、ボートレース専用チャンネル「レジャーチャンネル」の
制作・運営事業者であり、本業務を履行できる唯一の業者であるため。同
社より見積書を徴し、適正な価格で随意契約を締結した。

36
ボートレース
事業局
営業課

令和７年度ボートレー
スまるがめ招待企画運
営業務委託

令和7年5月10日
西日本放送サービス株式
会社　西讃支社
丸亀市土器町東8丁目538

¥3,092,660 第2号
契約の相手方は、プロポーザル委員会において決定した業者と随意契約
を締結した。
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37 教育部総務課
市道西土器東西線拡
幅事業用地鑑定評価
業務委託

令和7年5月23日
岩井不動産鑑定所
丸亀市十番丁31番地1

¥899,800 第2号

本事業に伴う用地取得に係る土地鑑定評価については、その信頼性が重
視されるため、長期間に渡り市内全域の公共事業用地の土地取得に係る
鑑定評価を手がけ、過去に近隣地区での鑑定評価を行った実績もある岩
井不動産鑑定所と随意契約を締結した。

38
学校給食セン
ター

丸亀市第二学校給食
センター敷地境界確認
業務委託

令和7年5月7日

公益社団法人
香川県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会
高松市丸の内9番29号

¥598,653 第2号
公共嘱託登記を受託できる県内唯一の公的組織であることから随意契約
を締結した。

39
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター
蒸気式天吊コンテナ消
毒装置3基修繕

令和7年5月23日
四国厨房器製造株式会社
高松市勅使町708番地

¥6,721,000 第2号

本件の修繕の対象は、蒸気式天吊コンテナ消毒装置11基のうちの3基で
ある。
　修繕に当たり、本体・躯体・架台は既存機から継続使用し、加熱消毒運
転に関わるユニットの交換修繕を行うことで、低価格で装置全体の更新と
同等の機能の復元を行う。この方式により、令和6年度に2基（№１、№2）を
修繕を実施した。
　本件契約に当たり、四国厨房器製造㈱は、現用装置の製造者（㈱アイ
ホー）の四国地域の唯一の代理店であり、また、現用装置の保守管理の実
績と保守履歴を所有し、給食の安定供給に必要な調理設備の安定稼働の
観点から、同社が唯一の受注候補である。よって、同社から見積を徴し精
査のうえ随意契約した。

40
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター
コンビオーブン購入

令和7年5月23日
四国厨房器製造株式会社
高松市勅使町708番地

¥4,840,000 第2号

　同等品の価格は約700万円であるが、現用機と同一メーカー（㈱アイ
ホー）製の後継機に指定することで、現用のカートを継続使用することがで
き、カート部分約100万円を除いて低価格で購入することができる。令和6
年度に1台目を前述の方法で更新している。
　本件契約に当たり、四国厨房器製造㈱は、㈱アイホーの四国地域の唯
一の正規代理店であり、現用のカートを継続使用することから、同社が唯
一の受注候補である。
　よって、同社から見積を徴し精査のうえ随意契約した。

41
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター
自動反転ほぐし機購入

令和7年5月23日
四国厨房器製造株式会社
高松市勅使町708番地

¥4,598,000 第2号

　現用反転ほぐし機は、経年劣化により駆動軸周りの消耗によるガタツキ、
電装部品の腐食と絶縁不良が確認されており、突発的な動作不良の危険
性が高まっている。正規部品の供給が終了しており、修繕での運用継続が
できないため更新するものである。
　本件契約に当たり、本件の機器は現用連続炊飯システムと同一メーカー
（㈱アイホー）製である必要があり、四国厨房器製造㈱は、㈱アイホーの四
国地域の唯一の代理店で、現用連続炊飯システム保守管理の実績とシス
テムの保守履歴を所有していることから、給食の安定供給に必要な炊飯シ
ステムの安定稼働の観点から、同社が唯一の受注候補である。よって、同
社から見積を徴し精査のうえ随意契約した。
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日
契約の相手方の名称及び所
在地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条
の2第1項中の
該当号（※）

随意契約の理由

42
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター
自動中型充填機機購
入

令和7年5月23日
四国厨房器製造株式会社
高松市勅使町708番地

¥6,985,000 第2号

　現用充填機は、経年劣化により故障と、電装部品の絶縁不良が確認され
ており、また、タンクと配管から出たサビと汚れの浮遊が確認されており、異
物混入の危険性が高まっている。正規部品の供給が終了しており、修繕で
の運用継続ができないため更新するものである。
　本件契約に当たり、本件の機器は現用連続炊飯システムと同一メーカー
（㈱アイホー）製である必要があり、四国厨房器製造㈱は、㈱アイホーの四
国地域の唯一の代理店で、現用連続炊飯システム保守管理の実績とシス
テムの保守履歴を所有していることから、給食の安定供給に必要な炊飯シ
ステムの安定稼働の観点から、同社が唯一の受注候補である。よって、同
社から見積を徴し精査のうえ随意契約した。

43 幼保運営課
城乾こども園内給食調
理補助派遣委託

令和7年5月12日

公益財団法人丸亀市福祉
事業団
理事長　植村　利克
丸亀市大手町二丁目1番20
号

\1,907/時間（税抜） 第2号
調理職員が不足しており、R7年度においても不足分を派遣職員にて補充
し、調理職員の負担軽減を図っている。受託者は継続して受託しており本
業務に精通しているため、随意契約を締結した。

※ボートレース事業局、下水道課(合併処理浄化槽検査業務委託
を除く)の契約については、地方公営企業法施行令第21条の13第1
項中の該当号を示す


